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(57)【要約】
【課題】内部短絡および集電板の脱落を抑制した固体リ
チウム二次電池を提供することを目的とする。
【解決手段】固体電解質層および固体電極層を電気絶縁
性の枠体の内部に形成し、前記電気絶縁性の枠体によっ
て集電板を保持する。集電板が枠体に保持されているの
で、集電板がずれたり脱落したりすることが抑制される
。集電板を枠体を保持するために、集電板と枠体の間に
電極層の材料である粉体が充填されるようにすることが
好ましい。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気絶縁性で筒状の絶縁枠と、
　前記絶縁枠の内部に形成された固体電解質層と、
　少なくとも前記固体電解質層の一方の面に積層され、前記絶縁枠の内部に形成される電
極層と、
　前記電極層に積層され、前記絶縁枠によって保持されている集電部材と、
を備える固体リチウム二次電池。
【請求項２】
　前記電極層は、
　前記絶縁枠の内部において前記電解質層の一方に積層され、粉体を圧縮して形成される
正極層と、
　前記絶縁枠の内部において前記電解質層の他方に積層され、粉体を圧縮して形成される
負極層と、
を含み、
　前記集電部材は、
　前記正極層に積層され、前記絶縁枠によって保持される正極集電部材と、
　前記負極層に積層され、前記絶縁枠によって保持される負極集電部材と、
を含む、
　請求項１に記載の固体リチウム二次電池。
【請求項３】
　前記集電板は、少なくともその一部が前記絶縁枠内になるように配置され、
　前記絶縁枠と、前記集電部材の外周側面との間に、該集電部材に接する電極層の材料で
ある粉体が充填されていることを特徴とする請求項１または２に記載の全固体リチウム電
池。
【請求項４】
　前記集電部材の外径は、前記絶縁枠の内径よりも２００から１２００マイクロメートル
の範囲で小さいことを特徴とする、請求項３に記載の固体リチウム電池。
【請求項５】
　電気絶縁性で筒状の絶縁枠と、
　前記絶縁枠の内部に形成された固体電解質層と、
　少なくとも前記固体電解質層の一方の面に積層され、電極層の材料である粉体をプレス
することで前記絶縁枠の内部に形成される電極層と、
　前記電極層に積層され、少なくとも一部が前記絶縁枠の内部に配置される集電部材と、
を備える固体リチウム電池の製造方法であって、
　前記集電部材に力を加えることで前記電極層の材料をプレスする工程であって、該プレ
スの際に、前記集電部材が前記絶縁枠に対して移動するようにプレスする、前記工程を含
む、前記固体リチウム二次電池の製造方法。
【請求項６】
　電気絶縁性で筒状の絶縁枠の中に、電極層の材料である粉体と、電解質層の材料である
粉体と、を入れて仮プレスをし、電極層と電解質層の積層構造からなる電解質電極積層体
を作成する工程と、
　集電部材の少なくとも一部が前記絶縁枠内に配置されるように、前記電解質電極積層体
に前記集電部材を積層する工程と、
　前記集電部材が前記絶縁枠に対して移動するように、前記集電部材を積層した電解質電
極積層体を本プレスする工程と、
　を含む固体リチウム二次電池の製造方法。
【請求項７】
　前記集電部材が前記絶縁枠に対して移動する距離は、前記集電材の厚さの５分の１以上
、前記集電板の厚さ以下であることを特徴とする、請求項５または６に記載の製造方法。
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【請求項８】
　電気絶縁性で筒状の絶縁枠と、
　前記絶縁枠の内部に形成された固体電解質層と、
　少なくとも前記固体電解質層の一方の面に積層され、電極層の材料である粉体をプレス
することで前記絶縁枠の内部に形成される電極層と、
　前記電極層に積層され、少なくとも一部が前記絶縁枠の内部に配置される集電部材と、
を備える固体リチウム電池の製造方法であって、
　前記集電部材に力を加えることで前記電極層の材料をプレスする工程であって、該プレ
スの際に、前記電極の材料である粉体の層が塑性変形をすることで、該電極層の材料が前
記集電部材の外周と前記絶縁枠との間に入り込むようにプレスする、前記工程を含む固体
リチウム二次電池の製造方法。
【請求項９】
　電気絶縁性で筒状の絶縁枠の中に、電極層の材料である粉体と、電解質層の材料である
粉体と、を入れて仮プレスをし、電極層と電解質層の積層構造からなる電解質電極積層体
を作成する工程と、
　集電部材の少なくとも一部が前記絶縁枠内に配置されるように、前記電解質電極積層体
に前記集電部材を積層する工程と、
　前記電極層が塑性変形をすることで、該電極層の材料が前記集電部材の外周と前記絶縁
枠との間に入り込むように、前記集電部材を積層した電解質電極積層体を本プレスする工
程と、
　を含む固体リチウム二次電池の製造方法。
【請求項１０】
　前記電極層は、
　前記絶縁枠の内部において前記電解質層の一方に形成される正極層と、
　前記絶縁枠の内部において前記電解質層の他方に形成される負極層と、
を含み、
　前記集電部材は、
　前記正極層に積層され、前記絶縁枠によって保持される正極集電部材と、
　前記負極層に積層され、前記絶縁枠によって保持される負極集電部材と、
を含む、
　請求項５～９のいずれか１項に記載の固体リチウム二次電池の製造方法。
【請求項１１】
　前記集電部材の外径は、前記絶縁枠の内径よりも２００から１２００マイクロメートル
の範囲で小さいことを特徴とする、請求項５～１０のいずれか１項に記載の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、固体型のリチウム二次電池およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　リチウム二次電池はエネルギー密度が高く、高電圧を出力できることから、電気自動車
やハイブリッド自動車などのバッテリ、あるいはノートパソコンや携帯電話などのポータ
ブル電気機器の電源として期待されている。リチウム二次電池として、近年、液体電解質
に代えて固体電解質を用いた固体リチウム二次電池が提案されている。固体リチウム二次
電池は、安全性や生産性に優れていると考えられ、将来の二次電池として期待されている
。固体リチウム二次電池は、正極層、固体電解質層、負極層が順番に積層され、その両側
に集電板が取り付けられた構造であり、一般に、粉末成形法により成形される。すなわち
、金型に正極材料、電解質材料、負極材料を入れてプレスをして電極層と電解質層とが積
層構造をなすペレット（以下、電解質電極積層体ということがある）を作成し、当該ペレ
ットを金型から取り出した後に集電板を取り付けて、電池を製造する。
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【０００３】
　上記のようにして固体リチウム二次電池を製造する場合、金型から取り出す際にペレッ
トの側面が金型の内面とこすれ合うために、電解質層の側面に電極材料が付着し、電池が
内部短絡を起こすという問題があった。そのため、電気絶縁性の枠体を用いてその内部に
電極層と電解質層とを一体に形成する固体リチウム二次電池が提案されている（下記特許
文献１参照）。この固体リチウム二次電池によれば、ペレットの側面がこすれることがな
いので、電池の内部短絡を防止することができる。ところで、電池を製造するためには、
上述のとおり、正極層、電解質層、負極層からなる積層体に集電板を取り付ける必要があ
る。当該集電板が電解質電極積層体から外れる、または電極層との接着面積が低下すると
、生産性の低下や接触抵抗の増加などの問題を生じえた。そのため、電解質電極積層体と
集電板とを固定するために何らかの手段を講じる必要があった。
【０００４】
【特許文献１】特開平９－３５７２４号公報
【特許文献２】特開２００３－１６８４１６号公報
【特許文献３】特開平１１－９７０７２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、電気絶縁性の枠体を用いた固体リ
チウム二次電池において、集電板の電解質電極積層体からの脱落または電極層との接触面
積の低下など（以下、脱落等という）を抑制することができる固体リチウム二次電池およ
びその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決するため、第１の発明は、固体リチウム二次電池であって、
　電気絶縁性で筒状の絶縁枠と、
　前記絶縁枠の内部に形成された固体電解質層と、
　少なくとも前記固体電解質層の一方の面に積層され、前記絶縁枠の内部に形成される電
極層と、
　前記電極層に積層され、前記絶縁枠によって保持されている集電部材と、
を備えることを特徴とする。
【０００７】
　第２の発明は、第１の発明において、
　前記電極層は、
　前記絶縁枠の内部において前記電解質層の一方に積層され、粉体を圧縮して形成される
正極層と、
　前記絶縁枠の内部において前記電解質層の他方に積層され、粉体を圧縮して形成される
負極層と、
を含み、
　前記集電部材は、
　前記正極層に積層され、前記絶縁枠によって保持される正極集電部材と、
　前記負極層に積層され、前記絶縁枠によって保持される負極集電部材と、
を含む、ことを特徴とする。
【０００８】
　第３の発明は、第１または第２の発明において、
　前記集電板は、少なくともその一部が前記絶縁枠内になるように配置され、
　前記絶縁枠と、前記集電部材の外周側面との間に、該集電部材に接する電極層の材料で
ある粉体が充填されていることを特徴とする。
【０００９】
　第４の発明は、第３の発明において、



(5) JP 2009-266589 A 2009.11.12

10

20

30

40

50

　前記集電部材の外径は、前記絶縁枠の内径よりも２００から１２００マイクロメートル
の範囲で小さいことを特徴とする。
【００１０】
　第５の発明は、電気絶縁性で筒状の絶縁枠と、前記絶縁枠の内部に形成された固体電解
質層と、少なくとも前記固体電解質層の一方の面に積層され、電極層の材料である粉体を
プレスすることで前記絶縁枠の内部に形成される電極層と、前記電極層に積層され、少な
くとも一部が前記絶縁枠の内部に配置される集電部材と、を備える固体リチウム電池の製
造方法であって、
　前記集電部材に力を加えることで前記電極層の材料をプレスする工程であって、該プレ
スの際に、前記集電部材が前記絶縁枠に対して移動するようにプレスする、前記工程を含
むことを特徴とする。
【００１１】
　第６の発明は、固体リチウム二次電池の製造方法であって、
　電気絶縁性で筒状の絶縁枠の中に、電極層の材料である粉体と、電解質層の材料である
粉体と、を入れて仮プレスをし、電極層と電解質層の積層構造からなる電解質電極積層体
を作成する工程と、
　集電部材の少なくとも一部が前記絶縁枠内に配置されるように、前記電解質電極積層体
に前記集電部材を積層する工程と、
　前記集電部材が前記絶縁枠に対して移動するように、前記集電部材を積層した電解質電
極積層体を本プレスする工程と、
　を含むことを特徴とする。
【００１２】
　第７の発明は、第５または第６の発明において、
　前記集電部材が前記絶縁枠に対して移動する距離は、前記集電材の厚さの５分の１以上
、前記集電板の厚さ以下であることを特徴とする。
【００１３】
　第８の発明は、電気絶縁性で筒状の絶縁枠と、前記絶縁枠の内部に形成された固体電解
質層と、少なくとも前記固体電解質層の一方の面に積層され、電極層の材料である粉体を
プレスすることで前記絶縁枠の内部に形成される電極層と、前記電極層に積層され、少な
くとも一部が前記絶縁枠の内部に配置される集電部材と、を備える固体リチウム電池の製
造方法であって、
　前記集電部材に力を加えることで前記電極層の材料をプレスする工程であって、該プレ
スの際に、前記電極の材料である粉体の層が塑性変形をすることで、該電極層の材料が前
記集電部材の外周と前記絶縁枠との間に入り込むようにプレスする、前記工程を含むこと
を特徴とする。
【００１４】
　第９の発明は、固体リチウム二次電池の製造方法であって、
　電気絶縁性で筒状の絶縁枠の中に、電極層の材料である粉体と、電解質層の材料である
粉体と、を入れて仮プレスをし、電極層と電解質層の積層構造からなる電解質電極積層体
を作成する工程と、
　集電部材の少なくとも一部が前記絶縁枠内に配置されるように、前記電解質電極積層体
に前記集電部材を積層する工程と、
　前記電極層が塑性変形をすることで、該電極層の材料が前記集電部材の外周と前記絶縁
枠との間に入り込むように、前記集電部材を積層した電解質電極積層体を本プレスする工
程と、
　を含むことを特徴とする。
【００１５】
　第１０の発明は、第５～第９のいずれかの発明において、
　前記電極層は、
　前記絶縁枠の内部において前記電解質層の一方に形成される正極層と、
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　前記絶縁枠の内部において前記電解質層の他方に形成される負極層と、
を含み、
　前記集電部材は、
　前記正極層に積層され、前記絶縁枠によって保持される正極集電部材と、
　前記負極層に積層され、前記絶縁枠によって保持される負極集電部材と、
を含む、ことを特徴とする。
【００１６】
　第１１の発明は、第５～第１０のいずれかの発明において、
　前記集電部材の外径は、前記絶縁枠の内径よりも２００から１２００マイクロメートル
の範囲で小さいことを特徴とする。
【００１７】
　上記発明の少なくとも一部は、固体電解質層と、電極層と、集電部材と、少なくとも前
記固体電解質層および電極電極層の側面を被う絶縁枠と、を備える全固体リチウム電池で
あって、前記集電部材が前記絶縁枠によって保持されていることを特徴とする全固体リチ
ウム電池である、ということもできる。また、上記発明の少なくとも一部は、固体電解質
層と、粉体を圧縮して形成される電極層と、前記電極層に積層される集電材と、前記集電
材の外周の少なくとも一部および前記電解質層の外周を被う電気絶縁性の枠体であって、
前記集電材を保持する前記枠体と、を備えることを特徴とする全固体リチウム電池である
、ということもできる。また、上記発明の少なくとも一部は、固体電解質層と、前記固体
電解質層の一方の側に粉体を圧縮して形成される負極電極層と、前記固体電解質層の他方
の側に粉体を圧縮して形成される正極電極層と、前記電極層の前記固体電解質層と接する
側と反対側にそれぞれ積層された集電材と、前記集電材の外周の少なくとも一部および前
記電解質層の外周を被う電気絶縁性の枠体であって、前記集電材の少なくとも一方を保持
する前記枠体と、を備えることを特徴とする全固体リチウム電池である、と言うこともで
きる。
【発明の効果】
【００１８】
　第１または第２の発明によれば、集電板は絶縁性の枠体によって保持されているので、
集電材の脱落等を抑制することができる。
【００１９】
　第３の発明によれば、枠体と集電材との間に電極層の材料である粉体が充填されている
。そのため、当該粉体の弾性力によって、集電材が絶縁枠に固定される。したがって、集
電材の脱落等を効果的に防止できる。すなわち本発明では、集電材は、電極材料の粉体を
介して間接的に絶縁枠によって保持されている。
【００２０】
　第４の発明によれば、枠体と集電材との間に電極材料の粉体が入り込む間隙が形成され
、当該間隙に充填された粉体の弾性力によって集電材が保持される。
【００２１】
　第５～８の発明によれば、本プレスをする際に、集電材と枠体との間に電極材料である
粉体が入り込む。したがって、集電材が、粉体の弾性力を介して枠体によって保持された
固体リチウム二次電池を製造することができる。
【００２２】
　第９の発明によれば、枠体と集電材との間に電極材料の粉体が入り込む間隙が形成され
るので、本プレスによって、より確実に枠体と集電材との間に電極材料である粉体が充填
される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を用いて説明する。
【００２４】
実施の形態１．
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［実施の形態１の構成］
　図１は、本発明の実施の形態１の固体リチウム二次電池を示す斜視図である。図１に示
すように、本実施の形態に係る固体リチウム二次電池１０は、電気絶縁性の枠体１２（以
下、絶縁枠１２という）を備える。絶縁枠１２は、固体リチウム二次電池１０の内、後述
する電解質層、正極層、負極層の側面全てと、負極集電板１４の側面の一部、および正極
集電板１６の側面の一部を覆うように設けられる。
【００２５】
　図２は、本実施の形態の固体リチウム二次電池１０の断面図である。図２に示すように
、本実施の形態に係るリチウム二次電池１０は電解質層２０と負極層２２と正極層２４（
以下、これらを合わせて電極層ということがある）とからなる積層体（電解質電極積層体
）に集電板１４、１６を取り付けた構造となっている。絶縁枠１２は電解質層２０と電極
層２２、２４の側面部全部と、集電板１４、１６の側面の一部を覆うように配置されてい
る。電解質層および電極層は全て固体の物質からなり、材料の粉体をプレスすることで形
成される。
【００２６】
　本実施の形態では、電解質層の材料は７０Ｌｉ２Ｓ－３０Ｐ２Ｓ５であり、正極層の材
料は正極活物質であるＬｉＣｏＯ２と電解質層の材料である７０Ｌｉ２Ｓ－３０Ｐ２Ｓ５
とを混合したものであり、負極層の材料は負極活物質である黒鉛と電解質層の材料である
７０Ｌｉ２Ｓ－３０Ｐ２Ｓ５とを混合したものである。本実施の形態においては、７０Ｌ
ｉ２Ｓ－３０Ｐ２Ｓ５は平均粒径２０マイクロメートル、ＬｉＣｏＯ２は平均粒径１０マ
イクロメートル、黒鉛は平均粒径１０マイクロメートル、の粉体をそれぞれ使用している
。また、絶縁枠は電気絶縁性の樹脂で構成されている。また、集電板はステンレス製で厚
さ３００マイクロメートルの薄板である。
【００２７】
　図３は、本実施の形態の固体リチウム二次電池１０の断面図およびその一部を拡大した
図である。図３に示すように、本実施の形態の固体リチウム二次電池１０の絶縁枠１２と
正極集電板１６の側面部との間の間隙３０には、正極層２４を構成する材料（すなわち正
極活物質または電解質層の材料）が充填されている。同様に、絶縁枠１２と負極集電板１
４との間の間隙には、負極層２２を構成する材料（すなわち負極活物質または電解質層の
材料）が充填されている。
【００２８】
　本実施の形態では、間隙３０は幅が１５０マイクロメートルとなるように設定している
。すなわち、絶縁枠１２の内径と正極集電板１６の外径との差が３００マイクロメートル
となるように、絶縁枠１２および正極集電板１６の大きさを決定している。同様に、絶縁
枠１２の内径と負極集電板１４の外径との差は３００マイクロメートルとなるように、負
極集電板１４の大きさを決定している。このようにして形成される、絶縁枠１２と集電板
１４、１６との間の空隙３０に上述のとおり、電極層２２、２４の材料がそれぞれ充填さ
れている。本実施の形態の固体リチウム二次電池１０において、集電板１４、１６は絶縁
枠１２と集電板１４、１６との間に充填された電極材料の弾性力によって保持され、絶縁
枠に固定されている。この点について、見方を変えれば、絶縁枠１２は電極材料を介して
集電板１４、１６を保持していることとなる。また、集電板は電極材料の弾性力によって
、絶縁枠に固定されているとみることもできる。
【００２９】
［実施の形態１の固体リチウム二次電池の製造方法］
　図４～図７を参照して、本実施の形態の固体リチウム二次電池の製造方法の一例を説明
する。図４に示すように、まず、絶縁枠５０を電池製造用のプレス装置４１にセットする
。
【００３０】
　次に、図５に示すように、絶縁枠５０の中に、電解質材料である７０Ｌｉ２Ｓ－３０Ｐ
２Ｓ５を入れて仮プレスを行い、電解質層５２を形成する。さらに、図６に示すように電
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解質層５２の一方に正極活物質であるＬｉＣｏＯ２と電解質材料である７０Ｌｉ２Ｓ－３
０Ｐ２Ｓ５の混合材料を、他方に負極活物質である黒鉛と電解質材料である７０Ｌｉ２Ｓ
－３０Ｐ２Ｓ５の混合材料をそれぞれ積層し、仮プレスを行う。このように仮プレスを行
って正極層と電解質層と負極層との積層体（電解質電極積層体）を絶縁枠５０の中に形成
する。このとき、後述する本プレスの際に、電極層がそれぞれ１００マイクロメートル程
度圧縮されるように仮プレス圧を設定する。
【００３１】
　次に、図７に示すように、電解質電極積層体の両側に集電板を取り付ける。電解質電極
積層体の両側に集電板を取り付けた状態で、両側から集電板に力を加えてプレス（本プレ
ス）を行う。プレスは両側から１平方センチメートルあたり５トンの力を加えて行う。こ
こで、プレスは、集電板６０、６２がそれぞれ絶縁枠５０に対して移動するように行う。
すなわち、集電板６０、６２共に、電解質層５２のほうへ絶縁枠５０の内部を移動するよ
うにプレスをする。
【００３２】
　上述のように、集電板が絶縁枠に対して移動するようにプレスを行うと、電極層が塑性
変形し、集電板６０、６２と絶縁枠５０との間の隙間に電極層の材料が入り込む。換言す
れば、集電板が電極層を圧縮しながら、電極層にめり込むように変位することで、集電板
６０、６２と絶縁枠５０との間の隙間に電極層の材料が充填される。そして、この電極層
の材料の弾性力によって集電板は保持される。本実施の形態では、前述のとおり、集電板
の厚さは３００マイクロメートルであるところ、集電板６０、６２が共に１００マイクロ
メートルずつ移動するように本プレスを行った。これによって、本実施例においては、集
電板の側面と絶縁枠との間に電極層の材料が充填される。
【００３３】
［実施の形態１の作用・効果］
　本実施の形態の固体リチウム二次電池によれば、集電板は絶縁枠によって保持されてい
るので、集電板が脱落等することが抑制される。集電板が製造中に脱落すれば生産性が低
下し、製造後に脱落すれば充放電が困難になるところ、本実施の形態の固体リチウム二次
電池によれば集電板の脱落を抑制できることから、これらの不都合を抑制することができ
る。また、脱落しなくとも電極層と集電板との間の接触圧や接触面積が低下すれば、接触
抵抗が増加するところ、本発明の全個体リチウム二次電池によれば、集電板が絶縁枠に対
して移動することを抑制できるので、電極層と集電板との接触が弱くなることも抑制でき
る。
【００３４】
　また、本実施の形態の固体リチウム二次電池によれば、絶縁枠の内径と集電板の外径と
の差が３００マイクロメートルとなるように、絶縁枠および集電板の大きさを決定してい
る。前述のとおり、本実施例で使用する電極の材料は平均粒径が１０～２０マイクロメー
トルであるため、絶縁枠と集電板の側面との間に１５０マイクロメートル程度の間隙があ
れば、当該間隙に集電板を保持するのに十分な量の電極材料が充填できる。そのため、絶
縁枠と集電板との間の間隙に充填された電極材料の弾性力によって、集電板が保持される
。
【００３５】
　また、絶縁枠と集電板との間隙に電極材料が充填されているので、電極層にある電極材
料が外気に触れることがない。一般に、電極層は反応性が高く、外気に触れることで劣化
などをすることがあるところ、本実施の形態によれば電極層は外気に触れることがないた
め、好ましい。なお、気密性を確保するために、シール材などを用いることも考えられる
が、前述のとおり、電極層は反応性が高いため、電極材料とは異なる種類の樹脂などを電
極層に接触させると不測の反応を起こす虞がある。これに対し、本実施の形態は電極層の
材料を用いて気密性を確保し、別種のシール材を用いないので、不測の反応がおこること
がない。
【００３６】
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　また、絶縁枠と集電板を固定する方法として、接着剤を用いることも考えられる。しか
しながら上述のとおり、電極材料と異なる材料の樹脂等を電極層に接触させると不測の反
応を起こす虞がある。これに対し、本実施の形態は、別種の接着剤を用いることなく集電
板を絶縁枠に固定するので、不測の反応を抑制しつつ絶縁枠と集電板とを固定することが
できる。
【００３７】
　また、図１に示すように、集電板はその一部が絶縁枠内部に挿入されており、一部が絶
縁枠の外に出ている。そのため、電池から出力を取り出す機構を容易に取り付けることが
可能であり、生産性が向上する。また、両側の集電板について、それぞれ集電板と絶縁枠
との間に電極材料が充填されているので、いずれの集電板についても脱落等が抑制される
。
【００３８】
　また、プレスを行う工程と、電極層の材料を絶縁枠と集電板との間に充填する工程とを
同時に行うことができるので、製造が容易である。また、プレスした状態で絶縁板を保持
できるので、適切な圧力をかけたまま固定することができる。そのため、接触抵抗が低減
された固体リチウム二次電池を製造することができる。
【００３９】
［実施の形態１の変形例１］
　実施の形態１では、絶縁枠の内径と集電板の外径との差が３００マイクロメートルとな
るように、絶縁枠および集電板の大きさを決定したがこれに限らない。絶縁枠と集電板と
の間に電極層の材料が入り込むことが可能であり、かつ、当該電極層の材料の弾性力によ
って集電板を保持することができるように大きさを設定すればよい。具体的には、集電板
の側面と絶縁枠との隙間が５０マイクロメートルから６００マイクロメートル、さらに好
ましくは１００マイクロメートルから６００マイクロメートルであることが好ましい。す
なわち、集電板の外径が絶縁枠の内径よりも１００マイクロメートルから１２００マイク
ロメートル小さいこと、さらに好ましくは２００マイクロメートルから１２００マイクロ
メートル小さいこと、が好ましい。
【００４０】
　なお、絶縁枠と集電板との間への、電極層の材料の入り込みやすさは当該材料の粒径に
依存すると考えられる。そのため、絶縁枠の内径と集電板の外径との差を電極層の材料の
粒径に基づいて決定してもよい。具体的には、集電板の側面と絶縁枠との間の隙間が、電
極層材料の平均粒径の２倍～３０倍（直径の差は平均粒径の４倍～６０倍）程度であるこ
とが好ましい。電極層材料の製造方法によっては、平均粒径よりも大きい粒径のものが材
料中に混在することもありうる。そのような場合には電極層の材料物質の最大粒径に基づ
いて隙間の大きさを設定してもよい。具体的には、集電板の側面と絶縁枠との間の隙間が
、最大粒径の１倍～１０倍（直径の差は最大粒径の２倍～２０倍）程度であることが好ま
しい。
【００４１】
［実施の形態１の変形例２］
　実施の形態１では、電極層の材料物質の弾性力で集電板を保持することとしたが、これ
に限らない。絶縁枠によって集電板を保持または固定していれば足りる。例えば、絶縁枠
によって直接集電板を保持してもよい。具体的には、集電板の外径と絶縁枠の内径を略同
じ大きさにしてもよい。これにより、集電板を絶縁枠で直接保持でき、また、電極層の気
密性を確保することができる。すなわち、集電板の脱落等を抑制する観点からは、集電板
が直接または間接的に絶縁枠によって保持されていればよい。
【００４２】
［実施の形態１の変形例３］
　実施の形態１では、断面が円形の円筒形状の絶縁枠を用いたが、これには限らない。す
なわち、電気絶縁性部材で構成され、内部に電解質電極積層体を形成可能であって、かつ
、直接的または間接的に集電板を保持することができる形状であれば足りる。例えば、断
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面矩形で中空の筒（四角筒）のような形状や、断面多角形や楕円の筒状のものであっても
よい。すなわち本願において「筒状」とは円形のものに限らない。
【００４３】
［実施の形態１の変形例４］
　実施の形態１では、図１に示すように、集電板は厚さ方向の一部が絶縁枠内にあり、一
部は絶縁枠の外にあるが、これに限らない。例えば、図８に示すように集電板が絶縁枠７
２の中に入っている構造としてもよい。この場合、電池に横向きの力が加わった場合であ
っても脱落等を抑制できる点で好ましい。また、実施の形態１では、負極正極の両方の集
電板を絶縁枠で保持することとしたが、これに限らない。当該構成は少なくとも一方の集
電板について適用すればよい。したがって、例えば、一方の負極の電極層が負極の集電板
を兼ねるような構成の固体電池の場合には、正極の側に本発明を適用すればよい。
【００４４】
［実施の形態１の変形例５］
　実施の形態１では、正極活物質としてＬｉＣｏＯ２、電解質材料として７０Ｌｉ２Ｓ－
３０Ｐ２Ｓ５、負極活物質として黒鉛、集電板としてステンレスをそれぞれ用いたが、こ
れに限らない。集電板は、絶縁枠によって、直接的にまたは間接的に保持されることがで
きる程度の強度のある、電気伝導性の物質であればよい。例えば、アルミニウム、ニッケ
ル、銅などを用いてもよい。
【００４５】
　電極活物質および電解質材料は、固体リチウム二次電池を構成しうるものであれば足り
る。正極活物質として、例えば、ＴｉＳ２やＬｉＮｉＯ２などを使用することもできる。
また、負極活物質として、例えば、Ｌｉ金属、Ｌｉ－Ａｌ合金、Ｌｉ－Ｉｎ合金などを使
用することができる。また、例えば、電解質材料として、Ｌｉ３ＰＯ４－Ｌｉ２Ｓ－Ｓｉ
Ｓ２系ガラス、Ｌｉ２Ｏ、Ｌｉ２ＳＯ４、Ｌｉ２ＣＯ３を使用カルコゲナイト系リチウム
イオン伝導体や、ハロゲン化リチウムを含んだもの、さらには他の酸化物系リチウムイオ
ン伝導体など他の固体電解質を用いることができる。
【００４６】
　また、電極活物質や電解質材料の粒径についても、実施の形態１のものに限定されるも
のではなく、生産性などの観点から適宜選択すればよい。
【００４７】
［実施の形態１の変形例６］
　実施の形態１の製造方法では、集電板が１００マイクロメートルずつ移動するように本
プレスを行ったが、これに限らない。集電板を電極層の材料の弾性力で保持できる程度、
電極層の材料が充填されるように、移動量を決定すればよい。なお、集電板を電極層の材
料の弾性力で保持するという観点から、集電板の絶縁枠に対する移動距離は集電板の厚さ
の５分の１以上、かつ、集電板の厚さ以下、であることが好ましい。すなわち、集電板の
絶縁枠に対する移動距離が、集電板の厚さの５分の１以上、かつ、集電板の厚さ以下、と
なるように、仮プレス圧および本プレス圧を決定すればよい。
【００４８】
　また、実施の形態１の製造方法では、仮プレスをすることとしたが、これには限らない
。すなわち、本製造方法の特徴は、集電板に力を加えて、プレスを行うことによって、電
極層を構成する材料が、絶縁枠と集電板の外周との間に充填されることであり、当該作用
を達成できる製造方法であれば、足りる。すなわち、仮プレスは行わなくてもよい。なお
、仮プレスをすることによって、電極層の材料が一応固定されるので、生産性の観点から
は仮プレスを行うことが好ましい。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】実施の形態１の固体電池の斜視図である。
【図２】実施の形態１の固体電池の断面図である。
【図３】実施の形態１の固体電池の断面図および一部拡大図である。
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【図４】実施の形態１の固体電池の製造方法を説明するための図である。
【図５】実施の形態１の固体電池の製造方法を説明するための図である。
【図６】実施の形態１の固体電池の製造方法を説明するための図である。
【図７】実施の形態１の固体電池の製造方法を説明するための図である。
【図８】実施の形態１の固体電池の変形例の斜視図である。
【符号の説明】
【００５０】
１０　　固体リチウム二次電池
１２、５０、７２　　絶縁枠
１４、１６、６０、６２　　集電板
２０、５２　　電解質層
２２、５４　　負極層
２４、５６　　正極層
３０　　間隙
４１　　電池製造用のプレス装置

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】
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